
看護協会では新卒の 

訪問看護師を 

募集します！！ 
勤務地：県協会３ステーション 
◎採用条件 

 
 

◎長崎県看護協会 

訪問看護ステーションの特徴 
・小児から高齢者まで多様なニーズに対応 

 ・スタッフ全員が訪問看護師養成講習会受講済み 

 ・居宅介護支援事業所を併設しており、連携もスム

ーズ（長崎・諫早はヘルパーステーション併設） 

 ・看護学生の実習・体験実習を受け入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎仕事の内容 
 利用者の居宅（自宅・有料老人ホーム・グループホ

ームも含む）を訪問し、健康状態の観察や日常生活の

支援、心理的支援、家族への支援、多職種との連携

などを行います。 ※公用車にて訪問 

◎営業日  平日９：００～１７：００ 

     土日祝および 12/29～1/3休み、 

ただし 24時間電話対応や必要時訪問あり 

◎スタッフ１日のスケジュール 
 ９:00～朝ミーティング 

   ●訪問１～2件（１件：約 30～9０分） 

 12:15～13:00昼休み 

   ● 訪問 1～3件（１件：約 30～9０分） 

   ※帰社後、記録・連携・ミーティングなど 

※記録は iPad使用 

 17:00 終了：退社 

◎給与（長崎県看護協会給与規定に基づく） 

 ●基本給：初任給  180,600円 （毎年昇給あり） 

         2年後  186,100円 

         5年後  203,500円 

 ●その他の手当 

・訪問件数手当あり：例えば月 60件で 60,000円 

  ・待機手当（夜間や休日）１回 3,000～6,000円 

  ・通勤手当：上限 60,000円 

  ・賞与：年 2回（R4年度実績：基本給 4.3月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎先輩からのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新卒訪問看護師の不安に答えます 
▲ひとりで訪問するので判断が出来るか心配・・・  

      訪問時の判断は、主治医や先輩 

看護師と連絡を取る体制で、対 

応するので大丈夫です！ひとりじ 

ゃない、いつもチームで関わります。 

▲利用者はどんな人がいますか？ 

      慢性疾患、がん末期、認知症、老々介護、高齢

独居の方に多く訪問しています。  

▲看護技術の習得がうまくできるのか不安・・  

       研修や演習の機会を充分備えています。 

 

 

在宅支援事業部の経営理念 

 

 当事業部は、介護保険法・医療保険法な
らびに障害者自立支援法の理念に基づき、
地域で暮らす人々が、どのような障害や心身
の状態であっても、その人らしく生活できるよ
う、保健・医療・介護福祉の連携のもと、適
切なサービス提供につとめ、心身機能なら
びに QOL（生活の質）の維持、向上をはか
ることを経営理念とする。 

◎福利厚生：ワークライフバランスを保ちながら仕事
をします。有給休暇、時間有給休暇、育児・介護休

業、特別休暇、その他長崎県看護協会が必要と認

められる場合の休暇があります。 

 

     訪問看護は、病院とは異なり、住み慣れた場所で自

分らしく過ごす利用者を側で看ることが出来、とてもや

りがいがあります。私たちが来るのを待ってくれている

方が居ると思うと、こちらの方が元気をもらえます。 

 

     利用者や家族と日常的な話をしながら、援助を行う

ことも多いです。一人で訪問するため、看護師の技量

が試されるところがありますが、そのことが訪問看護の

やりがいだと思っています。一人で訪問と聞くと不安

な気持ちになるかもしれませんが、様々なサポート体

制で支援しますので安心して下さい。新卒のみなさん

お待ちしています。 

 

 

◎新卒入職者の育成 
💛新卒訪問看護師育成プログラム（長崎県看護協会

作成）に沿って、丁寧に指導します 

💛接遇・看護技術・連携など、時間をかけて習得できる

ようにします 

💛先輩看護師と同行訪問をしながら進めます 

💛指導看護師は教育指導プログラムを受講しています 

💛事業所内外の研修を受講できます 

💛訪問看護師キャリアラダー（長崎県看護協会）を活

用しています 

 

 

訪問時のケア風景 
“ベッド上での洗髪” 

 

・看護師免許、普通車運転免許（AT限定可）必要 

・訪問看護に対して意欲がある方 

 


